
議第１２２号 

呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び呉市

幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び呉市幼保連携型

認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び呉市

幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 （呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 呉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２８年

呉市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

（設備の基準） （設備の基準） 

第３３条 保育所の設備の基準は，次のとお

りとする。 

第３３条 保育所の設備の基準は，次のとお

りとする。 

(1) ～(6)  略 (1) ～(6)  略 

(7) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室

（以下「保育室等」という。）を２階に

設ける建物は次のア，イ及びカの要件

に，保育室等を３階以上に設ける建物は

次のイからクまでの要件に該当するも

のであること。 

(7) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室

（以下「保育室等」という。）を２階に

設ける建物は次のア，イ及びカの要件

に，保育室等を３階以上に設ける建物は

次に掲げる要件に該当するものである

こと。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第２条第９号の２に規定する耐

火建築物又は同条第９号の３に規定

する準耐火建築物（同号ロに該当する

ものを除く。）であること。 

ア 耐火建築物（建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第２条第９号の２

に規定する耐火建築物をいう。以下こ

の号において同じ。）又は準耐火建築

物（同条第９号の３に規定する準耐火

建築物をいい，同号ロに該当するもの

を除く。）（保育室等を３階以上に設

ける建物にあっては耐火建築物）であ

ること。 

イ～ク 略 イ～ク 略 

（呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第２条 呉市幼保連携型認定こども園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２８年呉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 



  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

（園舎及び園庭） （園舎及び園庭） 

第７条 幼保連携型認定こども園には，園舎

及び園庭を備えなければならない。 

第７条 幼保連携型認定こども園には，園舎

及び園庭を備えなければならない。 

２ 略 ２ 略 

３ 乳児室，ほふく室，保育室，遊戯室又は

便所（以下この項及び次項において「保育

室等」という。）は１階に設けるものとす

る。ただし，園舎が第１４条第１項におい

て読み替えて準用する児童福祉施設基準

条例第３３条第７号ア，イ及びカに掲げる

要件を満たすときは保育室等を２階に，前

項ただし書の規定により園舎を３階建て

以上とする場合であって，第１４条第１項

において準用する同号イからクまでに掲

げる要件を満たすときは，保育室等を３階

以上の階に設けることができる。 

３ 乳児室，ほふく室，保育室，遊戯室又は

便所（以下この項及び次項において「保育

室等」という。）は１階に設けるものとす

る。ただし，園舎が第１４条第１項におい

て読み替えて準用する児童福祉施設基準

条例第３３条第７号ア，イ及びカに掲げる

要件を満たすときは保育室等を２階に，前

項ただし書の規定により園舎を３階建て

以上とする場合であって，第１４条第１項

において読み替えて準用する同号に掲げ

る要件を満たすときは，保育室等を３階以

上の階に設けることができる。 

４～７ 略 ４～７ 略 

（児童福祉施設基準条例の準用） （児童福祉施設基準条例の準用） 

第１４条 児童福祉施設基準条例第４条，第

５条第１項，第２項及び第４項，第８条，

第１０条から第１２条まで，第１４条（第

４項ただし書を除く。），第１８条，第１

９条，第３３条第７号，第３４条（後段を

除く。）並びに第３８条の規定は，幼保連

携型認定こども園について準用する。この

場合において，次の表の左欄に掲げる児童

福祉施設基準条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第１４条 児童福祉施設基準条例第４条，第

５条第１項，第２項及び第４項，第８条，

第１０条から第１２条まで，第１４条（第

４項ただし書を除く。），第１８条，第１

９条，第３３条第７号，第３４条（後段を

除く。）並びに第３８条の規定は，幼保連

携型認定こども園について準用する。この

場合において，次の表の左欄に掲げる児童

福祉施設基準条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

 読 み 替

え る 児

童 福 祉

施 設 基

準 条 例

の規定 

読 み 替 え ら

れる字句 

読み替える字

句 

  読 み 替

え る 児

童 福 祉

施 設 基

準 条 例

の規定 

読 み 替 え ら

れる字句 

読み替える字

句 

 

  略    略  



 第 ３ ３

条 第 ７

号ア 

耐 火 建 築 物

又 は 同 条 第

９ 号 の ３ に

規 定 す る 準

耐 火 建 築 物

（ 同 号 ロ に

該 当 す る も

のを除く。） 

耐火建築物   第 ３ ３

条 第 ７

号ア 

耐 火 建 築 物

（ 建 築 基 準

法（昭和２５

年 法 律 第 ２

０１号）第２

条 第 ９ 号 の

２ に 規 定 す

る 耐 火 建 築

物をいう。以

下 こ の 号 に

お い て 同

じ。）又は準

耐 火 建 築 物

（ 同 条 第 ９

号 の ３ に 規

定 す る 準 耐

火 建 築 物 を

いい，同号ロ

に該当する 

も の を 除

く。）（保育

室 等 を ３ 階

以 上 に 設 け

る 建 物 に あ

っ て は 耐 火

建築物） 

建築基準法（昭

和２５年法律

第２０１号）第

２条第９号の

２に規定する

耐火建築物 

 

  略    略  

２ 略 ２ 略 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び幼保連携型認定こども園の学級の

編制，職員，設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い，所要の規

定の整備をするため，この条例案を提出する。 

 


